
措置開始日 措置終了日 有資格業者名 本店所在地 登録区分 措置要件 措置事由

令和8年4月14日 令和8年7月13日
フクシマガリレイ株式

会社
大阪市西淀川区竹島
２丁目６番１８号

物品

岸和田市指名競争入
札指名停止要綱第２
条第１項（別表第19
項第４号ウ）

労働者に対し違法な
時間外労働を行わせ
る等を行っていたこと
により、大阪労働局か
ら大阪地方検察庁に
書類送検された。

指名停止措置業者情報

令和8年4月14日　公表


